
 自立支援医療費（精神通院）支給認定【新規・継続】申請手続きのご案内 
 申請にあたっては、下記の必要書類を揃えて窓口へ来所または郵送にてご提出ください。  

＜ご注意ください＞ 
 申請受理から決定通知まで約２か月かかります。また、審査の過程で疑義が生じた場合、さらに時間がかかることがあります。 
 郵送申請の場合、各区健康課が書類を受理した日が申請日となりますが、土日祝日・休日・年末年始に届いた書類の受理
日は、翌開庁日となります。また、届いた申請書類に不備や不足がある場合、日中連絡させていただきますが、連絡がつか
ないなど不備、不足への対応ができない場合は、不受理として書類を返送させていただくこととなりますのでご了承ください。 

 
必要書類 留意点 

□ ① 申請書  下記ホームページからダウンロード、印刷して、記入例を参考にご記入ください。(※) 

□ ② 加入医療保険の内容(被保険者
名、記号番号、保険者名)がわか
るものの写し 

 健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせいずれかの写し。または、マイナポータルの
医療保険資格情報の画面を印刷したもの。 

 受診者と同じ医療保険にご加入の方全員分が必要です。 

□ ③ マイナンバーカード(表裏両面)の写し  マイナンバーカードを持っていない場合は、個人番号通知カードの写しでも可能です。 

マイナンバーカードの写しがない場
合のみ 

□ ④ 本人確認書類の写し 

 マイナンバーカードの写しをご提出いただく場合は提出不要です。 
 マイナンバーカードの写しがない場合は、免許証やパスポートなど公的機関が発行した顔写真付き
の本人確認書類１点の写しが必要です。顔写真付きの書類もない場合は、年金手帳、自立支援医
療受給者証、介護保険被保険者証、生活保護受給証明書など２点の写しが必要です。 

代理の方が申請する場合のみ 
□ ⑤ 代理の方の本人確認書類の写し 

 マイナンバーカード（表面）、運転免許証、パスポート、住民票、生活保護受給証明書などの写
し。 

市外に住民登録がある方で申請書
にマイナンバーの記載がない場合
のみ 

□ ⑥ 市民税県民税所得証明書 

 原則として市で課税状況の確認を行いますので、提出不要です。（未申告を除く） ただし、市
外に住民登録がある方で申請書にマイナンバーの記載がない場合、市で課税状況が確認で
きないため、市民税県民税所得証明書の提出が必要です。 

 課税状況の確認が必要となる対象者は次のとおりです。 
□ 国民健康保険・後期高齢者医療・国民健康保険組合に加入の場合 
  → 加入者全員 
□ 社会保険に加入の場合 
  → 被保険者本人（被保険者が非課税の場合は、受診者本人も必要） 

 課税状況の確認が必要な市区町村及び期間は次のとおりです。 
▶申請が 1～6月の場合、前年 1 月 1 日に住民登録があった市区町村に前々年 1年間の収入を確認 

▶申請が 7～12 月の場合、当年 1月 1 日に住民登録がった市区町村に前年 1年間の収入を確認 

新規・継続(診断書 2 年目)申請の場合
のみ 

□ ⑦ 診断書（自立支援医療(精神通院)
用 A3 サイズ）2 枚 

 精神障害者保健福祉手帳用の診断書で手帳の申請を行う場合、この手帳用の診断書を用いて、自
立支援医療を同時に申請することができます。詳しくは、下記申請窓口までお問合せください。 

 継続申請の場合、２年に１回診断書の提出が必要です。現在、お手持ちの受給者証の「支給要件
の確認方法」欄に、「診断書(１年目)」と記載されている方は、診断書を提出する必要はありません。 

 診断書様式は医療機関に備えている場合がありますので、様式が必要かどうかについて事前
に医療機関にご確認ください。 

 医療機関へ診断書様式の提出が必要な場合、様式を下記ホームページからダウンロード、印
刷してご利用ください。(※)  

 診断書を記載する医師は、指定自立支援医療機関の医師である必要があります。 
 診断書の作成費用は自己負担となります。 
 診断書に封がされている場合は開けずにご提出ください。 
 診断書記載日から３か月以内に申請する必要があります。 

継続申請の場合のみ 
□ ⑧ 自立支援医療（精神通院）受給者証の写し  

 継続申請の方のみ必要です。 

年金を受給している場合のみ 
□ ⑨ 年金振込通知書等の写し 

 受診者が障害年金、遺族年金等の公的年金や特別児童扶養手当等を受給している場合、そ
の金額がわかる年金振込通知書等の写しが必要です。 

 世帯全員が市民税非課税かつ受診者が１８歳未満の場合は保護者分が必要です。 
 申請が 1～6 月の場合、前々年１～１２月に受給した額がわかるものが必要です。 
 申請が 7～12 月の場合、前年１～１２月に受給した額がわかるものが必要です。 

生活保護を受給している場合のみ 
□ ⑩ 生活保護受給証明書 

 受診者が生活保護を受給している場合に必要です。 
 生活保護の実施機関で交付を受けてください。 

郵送で申請する場合のみ 
□ ⑪ 110 円切手を貼った返信用の定

型封筒 

 窓口へ来所にて申請される場合は不要です。 
 受理印を押印した申請書の控えを返送します。 
 封筒には、返送先の住所、氏名を必ずご記入ください。 

(※) ①⑦の様式は下記の窓口でもお渡しできます。郵送をご希望の場合、下記申請窓口までご連絡ください。 
（返信に必要な金額分の切手を貼り、返送先の住所、氏名を記載した返信用封筒の送付をお願いする形となります。）   

＜ お問い合わせ・申請窓口 ＞ 
中 央 区 在 住 の 方   中 央 保 健 福 祉 セ ン タ ー 健 康 課 こころと難病の相談班     ℡ ０４３－２２１－２５８３ 

              〒２６０－８５１１ 千葉市中央区中央４－５－１ きぼーる１３階 

花 見 川 区 在 住 の 方   花 見川 保健 福祉セ ンタ ー健康 課 こころと難病の相談班    ℡ ０４３－２７５－６２９７ 

〒２６２－８５１０ 千葉市花見川区瑞穂１－１   

稲 毛 区 在 住 の 方   稲 毛 保 健 福 祉 セ ン タ ー 健 康 課 こころと難病の相談班    ℡ ０４３－２８４－６４９５ 

〒２６３－８５５０ 千葉市稲毛区穴川４－１２－４ 

若 葉 区 在 住 の 方   若 葉 保 健 福 祉 セ ン タ ー 健 康 課 こころと難病の相談班    ℡ ０４３－２３３－８７１５  

〒２６４－８５５０ 千葉市若葉区貝塚町１２５８－２０        

緑 区 在 住 の 方   緑 保 健 福 祉 セ ン タ ー 健 康 課 こころと難病の相談班     ℡ ０４３－２９２－５０６６ 

              〒２６６－８５５０ 千葉市緑区鎌取町２２６－１     

美 浜 区 在 住 の 方   美 浜 保 健 福 祉 セ ン タ ー 健 康 課 こころと難病の相談班    ℡ ０４３－２７０－２２８７ 

〒２６１－８５８１ 千葉市美浜区真砂５－１５－２ 

 
    

精神障害者保健福祉手帳 
ホ ー ム ペ ー ジ  

自立支援医療(精神通院) 
ホ ー ム ペ ー ジ 

← → 


